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英国政府は、2018年7月6日に発表した財政法案草案において、欧州連合（以下
「EU」）の租税回避防止指令（Anti-Tax Avoidance Directive、以下「ATAD」）で 
提案された各規定を英国の国内法化するために多数の変更を提案していま
す。2019年3月29日に予定されている英国のEU離脱に係る離脱協定はまだ最終
合意されていませんが、英国は少なくとも離脱後の移行期間中はATADに従う必
要があると考えられます。そのため、英国は、ATADに基づき、2019年1月1日（EU
離脱前）又は2020年1月1日（移行期間中の見込み）までに国内税法への導入が求
められる各種変更を実施することを提案しています。その後の期間において実施
が求められる事項については、引き続き検討中となっています。

ATADは、EU域内における「公平な競争環境（level playing field）」を形成していく
ために、各加盟国が一定の租税回避防止規定を採用しなければならないことを定
めています。英国政府はATADにおける各租税回避防止規定の内容を既存の国内
税法と比較し、以下の分野で変更が必要であるとの結論に達しました。

http://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
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1. 外国子会社合算税制（以下「CFC」）（2019年1月1日から適
用予定）： 英国では既に包括的なCFCルールが設けられてい
ますが、英国政府は以下の二点について変更を要するとし
ています。

I. 支配の定義： 「支配」を検討するに当たって考慮される持
分の範囲を拡大し、英国外の関連者が保有する持分を
含めるよう変更することを提案しています。これにより、
英国居住者が支配持分を保有していない外国法人も当
該英国居住者の被支配外国法人と見なされる可能性が
生じます。

II. 英国における重要な人的機能から生じた非事業金融利
益の取扱い： 英国における重要な人的機能から生じる非
事業金融利益を課税対象とすることで、当該利益に対し
て現行のグループファイナンスカンパニーに係る免税措
置が適用されないよう変更されます。

2. ハイブリッド・ミスマッチ・ルール（2020年1月1日から適用
予定）： 英国では2017年1月1日に包括的なハイブリッド防
止ルールが導入されていますが、以下の二点について変更
を要するとしています。

I. 納税主体と見なされない恒久的施設の取扱い： 英国に 
おける現行の規則上、英国を本拠とする法人が外国に恒
久的施設（当該外国において納税主体と見なされない
もの）を有し、当該恒久的施設について英国で国外支店
免税を適用するようなストラクチャーに対応していない
ため、係る状況を考慮した規則となるよう変更されます。

II. 規制資本： 規制資本に対する英国の現行の免除規定に
ついて、当該規定の対象となる金融商品に関する様々
なATADの要件に合わせて変更されます。

3. 出国時課税ルール（2020年1月1日から適用予定）： 英国で
は出国税の計算に関する規則が設けられていますが、支払
いと繰延べの方法の適用が一貫しておらず、特定の状況で
は支払いの無期限の繰延べが可能になっています。こうし
た状況を排除すべく、単一の出国税支払制度の導入が提案
されています。

今後のスケジュール
これらの改正は、秋季予算の発表後間もなく、次回の財政法案
においてその全体が公表されると見込まれます。多国籍企業グ
ループは、自社グループのストラクチャーへの潜在的な影響を
見極めることが推奨されます。なお、CFCルール上のグループ
ファイナンスカンパニーに関する変更については、日系多国籍
企業グループが英国のCFCルール上のグループファイナンス
カンパニーに関する免税措置を適用しているケースは少なく、
また日本の税法上のCFCとして取り扱われることが多いため、 
多くの日本企業にとって、影響は限定的と思われます。また 
ハイブリッド・ミスマッチ・ルールについても、英国においてハイ
ブリッド・ファイナンスを実施している日本企業はほとんどない
ことから、その影響は限定的と考えられます。しかし、出国時課
税ルールの変更については、（特にEU離脱の結果として）英国
外への資産の移転を計画している場合において、より広範に適
用される可能性があります。各企業は、個別の事実関係に基づ
いて、上記変更点に目を向け、提案されている改正に先立って
潜在的な影響を検討すべきと考えられます。
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